
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
の一部を改正する法律について

農 林 水 産 省

環 境 省

Ⅰ 概要

法施行後、一定の効果をあげているが、食品産業の「川下」
に位置する小売業などの食品関連事業者の取組が低迷している
ことから、これらの食品関連事業者に対する指導監督の強化と
再生利用等の取組の円滑化措置を講ずる。

Ⅱ 改正の内容

１．食品関連事業者に対する指導監督の強化

（１）食品関連事業者に対する定期報告義務の創設
、食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者は

毎年度、主務大臣に定期報告を行う措置を創設する （新設）。
（第９条第１項関係）

（２）フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者の
あり方
フランチャイズチェーン事業を行う食品関連事業者の食品

廃棄物等の発生量に、その加盟者において生じる発生量を含
めて多量発生事業者であるかを判定する （新設）。

（第９条第２項関係）

２．食品関連事業者の取組の円滑化

再生利用事業計画（食品廃棄物由来の肥飼料により生産され
た農畜水産物を食品関連事業者が引き取る計画）が主務大臣の
認定を受けた場合、一般廃棄物に係る収集運搬の許可を不要と
する。 （第１９条及び第２１条関係）

３．その他

再生利用等の手法に「熱回収」を追加する （新設）。
（第２条第６項関係） など

※ 平成１９年６月６日成立、６月１３日公布（平成１９年法律第８３号）

※ 施行期日…公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

資料２



◆ 定 期 報 告 義 務 の 創 設

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
の一部を改正する法律の概要

・性状・品質が不均一で異物混入のリスクが高い など

・多店舗・少量排出のため処理コストがかかる 食品小売業や外食産業の実施率目標
の達成者割合約１３％

今回の法改正の背景：食品関連事業者の取組に格差（特に食品流通の川下の事業者（小売・
外食）の取組が進んでいない）

改正の方向 ：食品関連事業者（特に川下（食品小売業、外食産業）の事業者）に対する
指導監督の強化と取組の円滑化措置

食品関連事業者に対する指導監督の強化

食品廃棄物等の発生量が一定規模（年間
100トン）以上の食品関連事業者は、毎年
度、主務大臣に定期報告を行う措置を創設
する。

◆ 食 品 関 連 事 業 者 の あ り 方

フランチャイズチェーン事業を行う食品
関連事業者の食品廃棄物等の発生量に、そ
の加盟者において生じる発生量を含めて多
量発生事業者であるかを判定する。

そ の 他

◆ 「 中 央 環 境 審 議 会 」 の 追 加

基本方針や判断基準の策定、食品関連事
業者に対する命令に際して意見を聴く審議
会に「中央環境審議会」を追加する。

◆再生利用事業計画の認定制度の見直し

食 品 関 連 事 業 者 の 取 組 の 円 滑 化

農畜水産物等の食品関連事業者による利用
を含めた循環型の再生利用事業計画を作成し、
主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環
資源の収集運搬について、一般廃棄物に係る
廃棄物処理法上の許可を不要とする。
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◆再生利用等に「熱回収」を追加

食品循環資源を熱を得ることに利用する
こと等を「熱回収」として認める。

※再生利用等実施率目標については、基本方針等に定める予定

リサイクル業者 農業者



食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の 

一部を改正する法律の審議経過について 
 

農林水産省 
環 境 省 

 
 
平成１９年３月 ２日 法律案の閣議決定、国会提出 

 
 

５月１８日 衆議院環境委員会 参考人質疑 
・ 石川雅紀 神戸大学大学院経済学研究科教授 
・ 笹本 猛 パレスホテルマーケティング部広報室室長 
・ 崎田裕子 ジャーナリスト、環境カウンセラー 

 
５月２２日 衆議院環境委員会 法案審議・可決 

 
５月２４日 衆議院本会議において全会一致で可決 
 
５月３１日 参議院環境委員会 参考人質疑 

・ 酒井伸一 京都大学環境保全センター教授 
・ 百瀬則子 ユニー株式会社環境部長 
・ 石井邦夫 株式会社市川環境エンジニアリング 

代表取締役 
・ 鈴木 満 日本自治体労働組合総連合現業評議会 

清掃委員会委員長 
 

６月 ５日 参議院環境委員会 法案審議・可決 
 
６月 ６日 参議院本会議において全会一致で可決 

 
６月１３日 公布 
 
※ 公布日から６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 







食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
六
月
五
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
循
環
型
社
会
構
築
の
観
点
か
ら
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
に
よ
り
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
発
生
抑
制
の
必
要
性
を
食
品
関
連
事
業
者
に
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
発
生
抑
制
の
み
で
達

成
す
べ
き
目
標
の
設
定
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
新
た
に
再
生
利
用
等
の
手
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
熱
回
収
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
安
易
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
熱
回
収

よ
り
上
位
の
取
組
で
あ
る
再
生
利
用
の
取
組
が
抑
制
さ
れ
な
い
よ
う
、
再
生
利
用
等
に
つ
い
て
の
優
先
順
位
の
下
、
そ
の
要

件
を
厳
格
に
す
る
こ
と
。

三
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
実
施
率
目
標
の
達
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
指
導
・
助
言
、
食

品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
・
公
表
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
な
お
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
事
業

者
も
含
め
、
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
に
該
当
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
適
切
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
食
品
関
連
事
業
者
ご
と
の
取
組
の
格
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
食
品
関
連
事
業
者
の
優
良
な
取
組
を
評
価
し
、
国
民
や

食
品
関
連
事
業
者
に
情
報
提
供
す
る
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
食
品
関
連
事
業
者
の
自
主
的
取
組
を
促
す
施
策
を
積
極
的
に
講

ず
る
こ
と
。

五
、
再
生
利
用
事
業
計
画
の
認
定
制
度
普
及
の
た
め
、
再
生
利
用
に
関
す
る
技
術
開
発
状
況
、
取
組
事
例
な
ど
、
各
主
体
を
結

び
つ
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
等
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
食
品
廃
棄
物
等
の
不
適
正
処
理
の
防
止
を
図
る
と
と
も

に
、
特
定
肥
飼
料
等
及
び
特
定
農
畜
水
産
物
等
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
安
全
性
を
含
む
品
質
の
確
保
・
向
上
な
ど
に
万

全
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。



六
、
中
小
・
零
細
規
模
の
食
品
関
連
事
業
者
に
よ
る
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
食
品
関
連
事
業

者
が
共
同
し
て
再
生
利
用
等
を
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
取
組
の
促
進
に
向
け
て
、
必
要
な
支
援

策
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
。

七
、
現
行
制
度
で
認
め
ら
れ
て
い
る
再
生
利
用
手
法
の
み
で
は
、
再
生
利
用
率
の
向
上
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
再
生
利
用
手

法
等
の
調
査
・
研
究
・
開
発
を
積
極
的
に
推
進
し
、
食
品
関
連
事
業
者
の
負
担
の
よ
り
少
な
い
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
再
生
利
用
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観
点
か
ら
も
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
利
活
用
な
ど
、
再

生
利
用
手
法
の
多
様
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

八
、
一
般
家
庭
か
ら
は
、
食
品
関
連
事
業
者
か
ら
発
生
す
る
食
品
廃
棄
物
等
と
ほ
ぼ
同
量
の
生
ご
み
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
食
べ
残
し
の
削
減
な
ど
、
発
生
抑
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
学
校
教
育
を
含
め
普
及
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
地
方
公
共

団
体
と
連
携
し
て
、
分
別
の
徹
底
や
再
生
利
用
の
促
進
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


